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●民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律について

●国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号

等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改

正する法律の施行期日を定める政令

●国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号

等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改

正する法律の一部の施行期日を定める政令
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/令和5年6月Ⅲ4､ ､§日殿催の高等裁判所長官1
1地方裁判所長及び家庭裁判所長会同におけるものノ
、 ／

最高裁判所長官挨拶

我が国においては、社会経済状況の変化や情報通信

技術の発展に伴い、人々の行動様式や意識は絶えず変

化し、多様化しています。 とりわけ社会のあらゆる分

野におけるデジタル化の進展と三年以上に及ぶ新型コ

ロナウイルス感染症の薑(まん)延に伴う行動制限は、

人と人との関わり方、仕事の仕方やライフスタイルを

大きく変容させました。その中で、裁判所は、裁判の

機能の本質を見据えつつ、社会の変化の流れや国民の

意識を敏感かつ的確に捉えて柔軟かつ大胆に諸課題に

対応し、その紛争解決機能を一層充実強化するための

不断の努力を重ねていかなければなりません。

現在、裁判所では、裁判手続のデジタル化を最重要

課題として取り組んでいます。 より質の高い司法サー

ビスを提供するという観点からは、関係する各部門に

おいて、システム開発も視野に入れ、手続利用者の利

便性を向上させるとともに、 より一層合理的かつ適切

に事務が遂行されるよう、検討を進めていくことが肝

要です。

具体的な検討内容は、分野や課題により違いがあり

ますが、経験あるいは生活条件の異なる裁判官が、独

立して事件を処理するという制度の下では、大多数の

裁判官が無理なく実践可能な審理運営を目指し、その

検討・実践の手法も、各裁判官等が審理の運営改善の

工夫を行うことを支援しつつ、その成果を共有できる

機会を設けるなど、 日々の執務に密着した負担の少な

いものにする必要があります。 これまでに蓄積されて

きた経験に裏打ちされた合理的な手法を次の世代の裁

判官等に継承することも、 これらの検討・実践を実り

あるものにする上で極めて有益です。

デジタル化の検討が先行する民事訴訟の分野では、

担当事件全体の合理的なマネジメントという観点から、

手続の負担を全体として軽減しつつ、必要な部分には

十分な精力を投入できるような審理方法の検討を通じ、

審理期間の長期化傾向等の課題に対応することが求め

られます。 とりわけ、デジタル化後のディスプレイ上

の記録検討を見据えても、書面や証拠の読込みの負担

を合理的なものとすることは喫緊の課題といえます。

民事訴訟に続き、先日、民事執行、民事保全、倒産、

家事事件等の手続を全面的にデジタル化する改正法も

成立し、今後、 これに対応するための審理運営の見直

しを進めることになります。感情的対立の深刻な家事

事件において、当事者の負担感を軽減するなどの見地

からは、家事手続の期日等におけるウェブ会議の効果

的な活用について、十分な研究をしておくことも大切

です。

デジタル化のための法整備の検討が進められている

刑事の分野では、裁判員裁判対象事件だけでなく、争

いのある非対象事件についても、デジタル化に対応す

るという観点から、人証中心、公判廷中心の審理を実

践、深化させるための検討が求められます。長期化傾

向が課題である裁判員裁判における公半|｣前整理手続に

ついても、デジタル化後の手続等のイメージを念頭に

合理的な運営の在り方を検討することが求められます。

成年後見関係事件については、昨年3月に定められ

た第二期成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、関

係機関と連携を図りつつ司法機関としての役割を適切

に果たしていく必要があります。また、少年事件では、

改正少年法の下、特定少年も含め、個々の少年の資質

面や環境面等の具体的な問題に即して、改善更生に向

けた適切な働きかけや処遇選択を行うための検討が求

められます。

先日、記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告

書を公表しました。歴史的、社会的意義を有する多く

の記録が失われる事態となった原因は最高裁の対応の

不適切さにあったものであり、そのことを率直に反省

しています。今後、報告書において示した様々な改革

の取組を通じて、将来に向けて国民共有の財産として

の記録の適切な保存に向けた運用を確保していくこと

が重要です6

裁判所の紛争解決機能を充実させるためには、 これ

を支える裁判所職員の一人一人が持てる力を十全に発

揮できることが不可欠です。そのためには、デジタル

化の取組も含め、裁判部門と司法行政部門が一丸となっ

て合理的・効率的な事務処理態勢を構築するとともに、

裁判所職員の能力向上を支援する態勢を充実してその

能力を中核的事務において十分に発揮させ、働き方改

革を進めてワークライフバランスにも配慮するなど、

裁判所を、 より一層やりがいを持って働くことのでき

る魅力ある職場にするための施策を強化する必要があ

ります。また、闇(かつ)達で多様な議論は、裁判だけ

ではなく、司法行政を含めた裁判所の活動全体の要で

あり、職種や経験、世代の違いを超えて率直な意見交

換を行い、失敗を恐れず運営改善に挑戦する機運を醸

成することが重要です。国民から負託された裁判所の
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責任を果たすべく、裁判所職員それぞれが真筆に、前

向きに職責を果たしていくことを期待して、私の挨拶
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でない。

(3) 税務当局は、平成9年頃、関係機関からの照会に

対し、上記購入と同様の課税仕入れを上記「課税

資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れに区分す

べき旨の回答をしているが、上記回答が公表され

るなどしたとの事情はうかがわれない。

(4) 上記各申告当時、上記購入と同様の課税仕入れを

事業者の目的に着目して上記「課税資産の譲渡等

にのみ要する」課税仕入れに区分すべきものとし

た裁判例等があったことはうかがわれない。

最高裁判所裁判例要旨

民事

○事業者が消費税及び地方消費税の確定申

告において課税期間中に行った課税仕入

れに係る消費税額の全額を当該課税期間

の課税標準額に対する消費税額から控除

したことにつき国税通則法(平成28年法
律第15号による改正前のもの) 65条4

項にいう 「正当な理由」があると認める

ことはできないとされた事例

○雇用契約に基づく残業手当等の支払によ

り労働基準法37条の割増賃金が支払わ

，れたものとした原審の判断に違法がある

とされた事例令和3年（行上）第260号
令5 ． 3 ． 6－小判破棄自判
裁判集民270号本誌1811号

令和4年（受）第1 0 1 9号
令5 ． 3 ． 10二小判破棄差戻し
裁判集民270号本誌1811号

事業者が、平成25年～同27年の各課税期間に係

る消費税及び地方消費税の確定申告において、上記各

課税期間中に転売目的で行った全部又は一部が住宅と

して賃貸されている建物の購入を、消費税法（平成27

年法律第9号による改正前のもの及び同改正後のもの） 30

条2項1号にいう 「課税資産の譲渡等にのみ要する」

課税仕入れに区分して、上記購入に係る消費税額の全

額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から

控除したところ、上記購入は同号にいう 「課税資産の

譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」課

税仕入れに区分されるべきであり上記全額を控除する

ことはできないとして更正処分がされた場合において、

次の(1)～(4)など判示の事情の下では、上記全額を控除

したことにつき、国税通則法（平成28年法律第15号に

よる改正前のもの） 65条4項にいう 「正当な理由」が

あると認めることはできない。

(1) 税務当局は、遅くとも平成17年以降、上記購入

と同様の課税仕入れを、購入した建物が住宅とし

て賃貸されることに着目して上記「課税資産の譲

渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」

課税仕入れに区分すべきであるとの見解を採って

おり、そのことは、上記各申告当時、税務当局の

職員が執筆した公刊物や、公表されている国税不

服審判所の裁決例及び下級審の裁判例を通じて、

一般の納税者も知り得た。

(2) 上記(1)以前に税務当局が作成した部内資料や税務

当局関係者が編者である公刊物等には、事業者の

目的に着目して同号所定の区分を判定していたと

も理解され得る記載等があるものの、これらは、

上記購入と同様の課税仕入れに直接言及するもの

でなく、その趣旨や前提となる事実関係が明らか

使用者Yが、変更後の就業規則等に基づく新たな賃

金体系の下で、 日々の業務内容等に応じて決定される

月ごとの賃金総額から基本給等の額を差し引いた額を

s'1増賃金の額とした上で、そのうち基本給等を通常の

労働時間の賃金として労働基準法37条並びに政令及

び厚生労働省令の関係規定に定められた方法により算

定した額を残業手当等の額とし、上記割増賃金の額か

ら残業手当等の額を差し引いた額を調整手当の額とし

ていた場合において、次の(1)～(4)など判示の事情の下

においては、YのXに対する残業手当等の支払により

同条の割増賃金が支払われたものとした原審の判断に

は、割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法が

ある。

(1) Yは、新たな賃金体系の導入に当たり、賃金総額

の算定については従前の取扱いを継続する一方で、

‘ 従前の賃金体系の下において自身が通常の労働時

間の賃金と位置付けていた基本歩合給の相当部分

を新たに調整手当として支給するものとした。

(2) 従前の賃金体系の下においては、基本給及び基本

歩合給のみが通常の労働時間の賃金であったとし

ても、 Xに係る通常の労働時間の賃金の額は1時

間当たり平均1300～1400円程度であった

ことがうかがわれる一方、調整手当の導入の結果、

新たな賃金体系の下においては、基本給等のみが

通常の労働時間の賃金であるなどと仮定すると、

Xに係る通常の労働時間の賃金の額は1時間当た

り平均約840円となる。

(3) Xについては、 lか月当たりの時間外労働等は平

均80時間弱であるところ、 これを前提として算

3
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定される残業手当等をも上回る水準の調整手当が

支払われている。

(4) 新たな賃金体系の導入に当たり、YからXを含む

労働者に対しては、基本給の増額や調整手当の導

入等に関する一応の説明がされたにとどまり、従

前の賃金体系の下における基本歩合給の相当部分

を調整手当として支給するものとされたことに伴

い生ずる変化について、十分な説明がされたとも

うかがわれない。

（補足意見がある。 ）
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記事

◎叙位・叙勲（4月分、死亡者のみ）

別紙「叙位・叙勲（令和5年4月、死亡者のみ） 」
のとおり

◎人事異動

名古屋地方・家庭裁判所一宮支部長

名古屋高等裁判所判事 鳥居俊一

依願退官

名古屋地方・家庭裁判所一宮支部長 池田信彦

（以上6月10日）

札幌家庭・地方裁判所判事補

前橋地方・家庭裁判所判事補 宮崎徹

前橋地方・家庭裁判所高崎支部判事補 宮崎沙織

（以上6月11日）

定年退官

知的財産高等裁判所長 大鷹一郎

（6月12日）

知的財産高等裁判所長

知的財産高等裁判所判事 本多知成

（6月13日）

山形地方・家庭裁判所判事補

東京地方・家庭裁判所判事補 加賀谷友行

長崎家庭・地方裁判所判事補

大阪地方・家庭裁判所判事補 水谷翔

（以上6月14日）

定年退官

東京高等裁判所判事 村上正敏

依願退官（退官後在外公館）

事務総局刑事局付 雨宮竜太

（以上6月16日）

依願退官

福岡高等裁判所判事 中牟田博章

（6月18日）
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◎
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
五
年
六
月
一
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
ず
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
が
、
令
和
五
年
六
月
一
日

に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
最
近
に
お
け
る
経
済
事
情
の
変
動
に
鑑
み
、
証
人
等
の
日
当
の
最
高
額
を

引
き
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
規
則
は
、
本
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
．

（
規
則
の
条
文
及
び
新
旧
対
照
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

◎
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

《
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
１
の
と
お
り

最
高
裁

（
規
則
本
文
は
省
略
。
条
文
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

判

所
規

則

標
記
の
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
号
）
が
、
令
和
五
年
五
月
十
九
日
に
公
布
さ
れ
ま

し
た
。こ
の
法
律
は
、
①
接
近
禁
止
命
令
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
被
害
者
に
つ
い
て
、

配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
者
に
加
え
て
、
自
由
、
名
誉
又
は
財
産
に

対
す
る
加
害
の
告
知
に
よ
る
脅
迫
を
受
け
た
者
を
追
加
す
る
ほ
か
、
②
接
近
禁
止
命
令
・
電

話
等
禁
止
命
令
の
期
間
に
つ
き
６
か
月
間
か
ら
１
年
間
へ
の
伸
長
、
③
電
話
等
禁
止
命
令
の

対
象
行
為
の
追
加
（
位
置
情
報
の
無
承
諾
取
得
等
）
、
④
子
へ
の
電
話
等
禁
止
命
令
の
創
設
、

⑤
子
へ
の
接
近
禁
止
命
令
・
電
話
等
禁
止
命
令
に
つ
き
新
た
な
取
消
制
度
の
創
設
、
⑥
退
去

等
命
令
の
一
部
に
つ
き
期
間
の
伸
長
を
す
る
な
ど
、
被
害
者
保
護
の
拡
充
等
を
内
容
と
す
る

も
の
で
す
。

こ
の
法
律
は
、
附
則
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
各
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
令

和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
（
経
過
措
置

を
政
令
で
定
め
る
旨
の
委
任
規
定
）
は
公
布
の
日
か
ら
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
（
保

護
命
令
に
関
す
る
手
続
に
関
し
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
の
規
定
及
び
所
要
の
読
替
え
に
関

す
る
改
正
規
定
）
は
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八

号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
法
律
の
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

◎
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

（
令
和
五
年
五
月
一
九
日
公
布
法
律
第
三
○
号
）

◎
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
新
旧
対
照
条
文

《
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
ず
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
に
つ
い
て
》

法新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
２
の
と
お
り

（
法
律
本
文
は
省
略
。
条
文
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

律

等

6
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標
記
の
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
が
、
令
和
五
年
六
月
一
四
日
に
公
布
さ
れ

ま
し
た
。

こ
の
法
律
は
、
民
事
執
行
、
民
事
保
全
、
倒
産
及
び
家
事
事
件
等
に
関
す
る
手
続
に
つ
い

て
、
①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
申
立
て
を
一
律
に
可
能
と
す
る
と
と
も
に
裁
判
所
か

ら
の
送
達
に
つ
い
て
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
、
②

当
事
者
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
面
や
裁
判
所
に
お
い
て
作
成
す
る
裁
判
書
等
を
含
め
事
件
記

録
を
電
子
化
し
、
閲
覧
等
も
情
報
通
信
機
器
を
利
用
し
て
行
う
こ
と
、
③
電
話
会
議
や
ウ
ェ

ブ
会
議
を
用
い
て
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
し
、
又
は
そ
の
要
件
を
緩

和
す
る
こ
と
、
④
民
事
執
行
の
手
続
に
お
い
て
、
債
務
名
義
の
正
本
等
（
電
子
判
決
書
等
に

係
る
記
録
事
項
証
明
書
）
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
⑤
公
正

証
書
を
電
子
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
作
成
に
当
た
り
ウ
ェ
ブ
会
議
を
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
法
律
は
、
原
則
と
し
て
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
附
則
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
は
公
布

の
日
か
ら
、
附
則
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
（
前
記
⑤
）
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
附
則
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定

（
前
記
③
、
④
）
は
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
五

月
二
十
五
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
）
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
法
律
の
内
容
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
付
け
最
高
裁
民
一
第
二
八
四
号
で
通
知
し
た

法
律
案
及
び
新
旧
対
照
条
文
の
と
お
り
で
す
。
）

《
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
》

内
閣
は
、
国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理

事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産

の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
九
十
七

号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議

第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

（
同
号
に
規
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
目
次
等
の
改
正
規
定
並
び
に
改
正
法
附

則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
限
る
。
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
と
す
る
。

◎
国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議

第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政

令

（
令
和
五
年
五
月
二
六
日
公
布
政
令
第
一
九
○
号
）

内
閣
は
、
国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理

事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産

の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
九
十
七

号
）
附
則
第
一
条
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議

第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日

と
す
る
。

◎
国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議

第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
令
和
五
年
五
月
二
六
日
公
布
政
令
第
一
八
七
号
）

政

令

7
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元日本弁護士連合会常務理事 春山 進 4.2

従五位

元大阪高等裁判所判事 安達 玄 4. 15

正四位

瑞ﾉI 、

元神戸簡易裁判所判事 早苗 知次 4. 15

従四位

元日本弁護士連合会理事

b e
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従五位
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従四位
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正五位

瑞双

元札幌簡易裁判所判事 清水善次 4．27

従四位

元福井簡易裁判所判事
三
℃

大西貞夫 4．29

従四位

元前橋地方裁判所民事首席書記官 猪浦隆之 4．29

正五位

瑞'」 、

元東京簡易裁判所判事 上田 正俊 4．30

従四位
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民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

第
一
条
関
係
ｌ
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

査
証
人
及
び
同
法
第
二
百
十
八
条
第
二
項
（
こ
れ
を
準
用

し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
公
害
紛

争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
二

条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
者
に
つ
い
て
は

一
日
当
た
り
廿
卦
川
可
司
叫
Ⅵ
以
内
と
す
る
。

民
事
訴
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
で
↑

又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の

尋
を
し
た
参
考
人
及
び
事
実
の
調
査
の
か

ら
期
日
に
出
頭
す
・
へ
き
旨
の
呼
出
し
を
等

て
は
一
日
当
た
り
川
判
判
司
引
‐
以
勾
、
濫
壼

同
』
ｌ
ト
Ｌ
』
・
男
り

頃
的
日
当
の
態

、
査
証
人
及
び
同
法
第
二
百
十
八
条
第
二
項
（
こ
れ
を
準

用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
公
害

紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十

二
条
の
三
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
者
に
つ
い
て

は
一
日
当
た
り
廿
判
到
州
司
刮
判
呵
剛
‘
以
内
と
す
る
。

一
罰
ノ
雪
砿
日
辿
一
α
蔀
こ

七
条
法
第
．
一
十
二
条
第
二
項
の
日
当

氏
事
訴
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項

又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）

尋
を
し
た
参
考
人
及
び
事
実
の
調
査
の

ら
期
日
に
出
頭
す
べ
き
旨
の
呼
出
し
左

て
ま
一
ョ
当
ヒ
リ
リ
ｄ
川
田
Ｊ
即
削
１
ｘ
勺
、

－．2－ 1 －

第
三
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
制
軋
川
可
司
副
刷
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

第
三
条
関
係
ｌ
人
身
保
護
法
に
よ
る
国
選
代
理
人
の
旅
費
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
三
号
）

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

第
三
条
法
第
四
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
に
つ
い

て
は
一
日
当
た
り
川
ゴ
コ
司
副
，
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又

は
翻
訳
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
廿
到
川
匂
司
叫
Ⅵ
以
内
と

す
る
。

第
二
条
関
係
ｌ
刑
事
の
手
続
に
お
け
る
証
人
等
に
対
す
る
給
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）

新新

第
三
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
判
剴
打
刹
割
副
制
司
河
叫
Ⅶ
以
内
に

お
い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

第
三
条
法
第
四
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
に
つ
い

て
は
一
日
当
た
り
川
判
判
判
Ｈ
吋
叫
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人

又
は
翻
訳
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
廿
卦
到
州
司
封
判
荊
剛

以
内
と
す
る
。

|日旧

－3－－4－



、

、

第
七
条
（
略
）
．

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
斗
剴
判
四
刮
副
岡
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

第
四
条
関
係
ｌ
司
法
委
員
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
九
号
）

第
六
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
斗
剴
叫
凹
司
副
剛
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

第
五
条
関
係
ｌ
参
与
員
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
三
号
）

新新

、 ノ
、～〆

第
七
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
斗
ｊ
劃
。
司
判
判
Ｈ
副
叫
以
内
に

お
い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

第
六
条
⑩
（
略
）
。

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
斗
剴
到
引
司
制
刀
剖
別
以
内
に

Ｉ

お
い
て
、
裁
判
所
．
が
定
め
る
。

旧旧

－5－－6－

－〕

（
日
当
の
支
給
基
準
及
び
額
）

第
七
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
利
判
刈
判
制
剛
Ⅶ
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

第
六
条
関
係
ｌ
鑑
定
委
員
規
則
（
昭
和
四
十
一
・
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
四
号
）

（
立
会
人
の
日
当
等
）
・
・

第
三
十
八
条
立
会
人
の
日
当
（
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号

。
）
は
、
到
判
剖
叫
司
引
利
刃
則
以
内
と
し
、
執
行
官
が
状
況
に

よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る
。

２
（
略
）

（
評
価
人
の
日
当
等
）

第
四
十
条
前
条
第
一
号
の
日
当
は
、
制
判
判
ヨ
ヨ
別
以
内
と

し
、
執
行
官
が
状
況
に
よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る
。

第
七
条
関
係
ｌ
執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号
）

I

新新

、

．
（
日
当
の
支
給
基
準
及
び
．
額
）

第
七
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
・
日
当
た
り
利
判
Ｊ
州
判
叫
叫
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

（
立
会
人
の
日
当
等
）

第
三
十
八
条
立
会
人
の
日
当
（
法
第
十
条
第
一
．
項
第
三
号

）
は
、
刺
ヨ
川
畑
ヨ
ヨ
別
以
内
と
し
、
執
行
官
が
状
況
に
よ
り

額
を
定
め
て
支
給
す
る
。

２
（
略
）

（
評
価
人
の
日
当
等
）

第
四
十
条
前
条
第
一
号
の
日
当
は
、
廿
判
剖
到
副
到
判
判
削
以

内
と
し
、
執
行
官
が
状
況
に
よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る

|日|日

－7－－8－



第
八
条
関
係
１
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）

２
～
４

I

’

へ

略
一

亜 ［ 、

p

’
２
～
４

へ

略
…

I

戸
扱
Ｕ
封

ｌ
Ｔ
阿
個
以
内

込、

｝

－10－ －9－

｜
’

ノ

、

『



裁判所時報第1817号別添2

目
次

○
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
一

○
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
平
成
十
三
年
法
律
第
三

○
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

○
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
抄
）

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
新
旧
対
照
条
文

（
基
本
方
針
）

国
及
び
地
方
公
共
丘
体
砒
貴
滅
）

条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
配

に
、
被
害
者
の
保
謹
（
被
害
者
の
自

じ
患
）
を
到
る
買
傍
を
有
す
る
。

眼
聿
色
祠
麺

ユ
章
の

関
Ｕ
言
目
鼻
芽
一
二
ｆ
７

Ｚ
晤
即
ナ
ク
今
包
酎

十
一
号
）

（
基
本
方
針
）

国
及
び
地
方
公
共
厭

条
国
及
び
地
方
公

に
、
波
害
者
刀
自
ウ

ユ 1円

章者算
ハ墨〃勺

も
可
Ⅲ
起
り
帥
卜
判
制
世

］
及
び
司
条
第
三
項
、

へ

抄
一

以
易
プ
を
，
１
す
〆
・
と
〃

そ
の
適
切
雌
保
獲
を
河

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

写
り
仇

〃
睦

29 28 1

I

（
都
道
府
県
基
本
計
画
等
）

第
一
条
の
三
（
略
）

２
都
道
府
県
基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

一
・
二
（
略
）

51
四
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被

害
者
の
保
護
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
重
要
事
項

３
．
４
（
略
）

四’受
け
た
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
・

Ｉ６
（
略
） 第

二
章
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
等

（
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）

第
三
条
（
略
）

（
協
鍛
会
）

第
五
条
の
二

四
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被

害
者
の
保
護
の
た
め
の
施
策
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項

３
～
５
（
略
）

（
婦
人
相
談
員
に
よ
る
相
談
等
）

第
四
条
婦
人
相
談
員
は
、
被
害
者
の
相
談
に
応
じ

と
が
で
き
る
。

31 21 ２
～
４
（
略
）

41
三’ 一三’員

又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
委
託
を

§’
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
第
五
項
に
お
い
て
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に

者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る

よ
り
構
成
さ
れ
る
協
蟻
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
よ

に
必
要
な
情
報
の
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
被
害
者
に
対
す
る
支
援
の
内
容

の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
、
配
偶

に
関
す
る
協
駿
を
行
う
も
の
と
す
る
。

フ
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

施
す
る
た
め
に
必
要
な
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
の
団
体
の
連
携
及

び
協
力
に
閲
す
る
事
項

施
す
る
た
め
に
必
要
な
当
該
都
道
府
県
、
関
係
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間

前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職

の
団
体
の
連
携
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項

協
躍
会
は
、
被
害
者
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
被
害
者
の
保
護
を
図
る
た
め

市
町
村
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
協
蟻
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き

協
議
会
が
組
織
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
は
、
内
閣
府
令
で

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
の
た
め
の
施
策
を
実

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
の
た
め
の
施
策
を
実

一

へ

略
一都

道
府
県
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力

ｌ

必
要
な
援
助
を
行
う
こ

（
都
道
府
県
基
本
計
画
等
）

第
二
条
の
三
（
略
）

２
都
道
府
県
基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

一
・
二
（
略
）

（
新
股
）

１５
（
略
） 第

二
章
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
等

（
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）

第
三
条
（
略
）

三
そ
の
他
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
溌
の
た
め
の
施

策
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項

３
．
４
（
略
）

三
そ
の
他
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
の
た
め
の
施

策
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項

３
～
５
（
略
）

（
婦
人
相
談
員
に
よ
る
相
談
等
）

第
四
条
婦
人
相
談
員
は
、
被
害
者
の
相
談
に
応
じ

と
が
で
き
る
侭

２
～
４
（
略
）

（
新
股
）

（
新
般
）

一
・
二
（
略
）

（
新
股
）

ｌ

必
要
な
指
導
を
行
う
こ

23

改
正
案

現
行



（
協
鍍
会
の
定
め
る
事
項
）

；
第
十
条
被
害
者
（
配
偶
者
か
ら
の
・
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
、
身
体

’
第
五
条
の
三

51

第
三
章
被
害
者
の
保
護

第
六
条
～
第
九
条
の
二
（
略
）

す
る
場
所
の
付
近
を
は
い
か
い
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す

Ｉ
》
（
》
。

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
被
害
者
の
身

害
者
の
住
居
（
当
咳
配
偶
者
と
共
に
生
活
の
本
拠
と
し
て
い
る
住
居
を
除
く

咳
配
偶
者
に
対
し
、
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
、
被

体
に
対
す
る
暴
力
等
に
よ
り
、
そ
の
生
命
又
は
心
身
に
重
大
な
危
害
を
受
け

条
第
一
項
第
・
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
更
な
る
身

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
咳
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二

自
由
、
名
誉
若
し
く
は
財
産
に
対
し
害
を
加
え
る
旨
を
告
知
し
て
す
る
脅
迫

ｉ
は
な
ら
な
い
。

を
受
け
た
後
に
、
被
害
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た

た
者
に
限
る
．
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号

辺
に
つ
き
ま
と
い
、
又
は
被
害
者
の
住
居
、
勤
務
先
そ
の
他
そ
の
通
常
所
在

に
お
い
て
同
じ
．
）
が
、
配
偶
者
（
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等

関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
磯
会
が
定
め
る
。

当
な
理
由
が
な
く
、
協
議
会
の
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
樋
閲
埠
掴
却
Ｕ
罰

濁
糊
刻
詞
鬮
矧
制
の
掴

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
」
‘
と
い
う
。
）
を
受
け

（
接
近
禁
止
命
令
等
）

（
秘
密
保
持
装
務
）

協
駿
会
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
の
交
換
及
び
協
議
を
行
う
た
め
必

篭
四
章
保
護
命
令

意
見
の
開
陳
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

協
鍛
会
の
聯
務
に
従
事
す
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
正

第
十
条
被
害
者
（
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に
対
す

第
三
章
被
害
者
の
保
鍍

第
六
条
～
第
九
条
の
二
（
略
）

（
新
股
）

（
新
股
）

に
対
す
る
暴
力
（
配
偶
者
か
ら
の
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受
け
た
後
に
、

一’ 第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
配
偶
者
か
ら
の
生
命
等
に
対

同
号
に
お
い
て
同
じ
．
）
に
よ
り
、
そ
の
生
命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
害
を

す
る
脅
迫
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
配
偶
者
か
ら
受
け
る
身
体

偶
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
受
け
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
？
第
十
二
条

離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
咳
配

を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
配
偶
者
か
ら
の
更
な
る
身
体
に
対
す

が
生
活
の
本
拠
を
共
に
す
る
場
合
に
限
る
。

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力

る
脅
迫
を
い
う
．
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
に
限
る
．

る
脅
迫
（
被
害
者
の
生
命
又
は
身
体
に
対
し
害
を
加
え
る
旨
を
告
知
し
て
す

る
暴
力
（
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
を
受
け
た
後
に
、
被
害
者
が

（
保
護
命
令
）

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
被
害
者
の
身
辺
に
つ
き

渕
刈
副
１
Ｊ
剃
刷
閥
討
到
測
劉
割
固
１
釧
糊
劉
創
渕
判
倒
召
刎
割
割
劉
凹
倒
河
引
劉

当
該
配
偶
者
と
共
に
生
活
の
本
拠
と
し
て
い
る
住
居
を
除
く
。
以
下
こ
の

当
骸
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
受
け
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
。

命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
間
、
被
害
者
の
住
居
（

第
四
章
保
護
命
令

45

ノ

ノ

１
２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、

命
令
」
と
い
う
。

申
立
て
に
よ
り
、

九’ 接
近
禁
止
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
の
問
、
被
害
者
に
対
し
て
次
回
割
割
引
創
刺
到
剖
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

命
ず
る
も
の
と
す
る
．
．

そ
の
承
廃
を
得
そ
の
所
持
す
己
物
ｌ
Ｚ
歴
恂
報
記
録

一
～
三
（
略
）

四
趣
話
を
か
け
て
何
も
告
げ
ず

、
連
続
し
て
、
電
話
を
か
け
、

、
連
続
し
て
、
電
話
を
か
け
、

八六

、
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
等
を
す
る
こ
と
。

五
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
午
後
十
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
の

間
に
、
電
話
を
か
け
、
通
信
文
等
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
殴
を
用
い
て
送
信

し
、
又
は
呵
剰
刺
判
川
叫
刎
渕
副
割
引
割
列
到
こ
と
。

文
密
を
送
付
し
、
通
僧
文
そ
の
他
の
憎
報

１
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
そ
の
他
の
物
を
送
付
し
、
若
し
く
は
そ
の
知
り

矧
創
刷
郷
鯛
河
剰
函
劃
１
剴
創
引
句
刎
倒
副
割
到
咽
樹
割
劉
引
列
到
到
副
副
詞
劉
罰
句
刎

制
制
割
呵
鋼
剃
遡
園
日
ｕ
、
若
し
く
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
こ
と
。 II

た
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
又
は
送

１
は
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
圃
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
ト

ー
（
当
鮫
装
置
の
位
圃
に
係
る
位
置
傭
報
（
地
理
空
間
愉
報
活
用
推
進
基
本

項
箪
一
号
に
お
い
て
同
じ
《
）
の
送
信
元
、
送
信
先
、
通
信
日
時
そ
の
他

こ

と
0

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
六

政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
。

て
「
通
信
文
等
」
と
い
う
。
）
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
殴
を
用
い
て
送
信
し

る
憎
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
．
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

の
電
気
通
信
を
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

る
位
腫
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
録
し
、
又

そ
の
承
路
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
位
置
精
報
記
録
・
送
信
装
腫

七
（
略
）ｌ

そ
の
性
的
董
恥
心
を
害
す
る
事
項
を
告
げ
、
若
し
く
は
そ
の
知
り
得
る

）
を
発
す
る
裁
判
所
又
は
発
し
た
裁
判
所
は
、
被
害
者
の

当
咳
配
偶
者
に
対
し
、
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
以
後
、

Ｉ

同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
「
接
近
禁
止

又
は
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き

を
は
い
か
い
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

２
前
項
本
寺
合
堕
受
年
す
る
場
合
に
お
い
て
、

令
を
発
す
る
裁
判
所
又
は
発
し
た
裁
判
所
は

二’配
偶
者
に
対
し
、
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
以
後
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
命

令
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
問
、
被

害
者
に
対
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
行
為
も
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

四
電
話
を
か
け
て
何
も
告
げ
ず
、
又
は
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き

、
連
続
し
て
、
電
話
を
か
け
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
腫
を
用
い
て
送
信
し
、

そ
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

六
・
七
（
略
）

八
そ
の
性
的
遮
恥
心
を
害
す
る
事
項
を
告
げ
、
若
し
く
は
そ
の
知
り
得
る

状
態
に
瞳
き
、
又
は
そ
の
性
的
薙
恥
心
を
害
す
る
文
書
、
図
画
そ
の
他
の

少

物
を
送
付
し
、
若
し
く
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
直
く
こ
と
《

五
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
午
後
十
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
の

間
に
、
電
話
を
か
け
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
し
、
又
は
電

子
メ
ー
：
牢
を
送
信
写
す
る
こ
と
．

（
新
股
）

（
新
設
）

活
の
本
拠
と
し
て
い
る
住
居
か
ら
退
去
す
る
こ
と
及
び
当
該
住
居
の
付
近

所
の
付
近
を
は
い
か
い
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
．

若
し
く
は
瞳
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
こ
と
。

命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
間
、
被
害
者
と
共
に
生

同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
命１

．
被
害
者
の
申
立
て
に
よ
り
、当

該

6－－7



３
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
被
害
者
が
そ
の
成
年
に
達
し
な
い
子
（
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
子
」

と
い
う
。
）
と
同
居
し
て
い
る
と
き
で
あ
っ
て
、
配
偶
者
が
幼
年
の
子
を
連

れ
戻
す
と
疑
う
に
足
り
る
言
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
憎
が
あ
る

こ
と
か
ら
被
害
者
が
そ
の
同
居
し
て
い
る
子
に
関
し
て
配
偶
者
と
面
会
す
る

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

限
る
ゞ
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
へ
当

該
子
が
十
五
歳
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

４
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
配
偶
者
が
被
害
者
の
親
族
そ
の
他
被
害
者
と

社
会
生
活
に
お
い
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
（
被
害
者
と
同
居
し
て
い
る

子
及
び
配
偶
者
と
同
居
し
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び

に
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
親
族
等
」
と
い
う
。
）
の
住
居
に

押
し
掛
け
て
著
し
く
粗
野
又
は
乱
暴
な
言
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の

61 5
き
は
、
接
近
禁
止
命
令
を
発
す
る
裁
判
所
又
は
発
し
た
裁
判
所
は
、
被
害
者

の
申
立
て
に
よ
り
、
当
咳
配
偶
者
に
対
し
、
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
以
後

、
接
近
禁
止
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
間
、
当
該
子
の
住
居
（
当
咳
配
偶
者
と
共
に
生
活
の
本
拠
と
し
て
い

る
住
居
を
除
く
．
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
、
就
学
す
る
学
校
そ
の

他
の
場
所
に
お
い
て
当
咳
子
の
身
辺
に
つ
き
ま
と
い
、
又
は
当
該
子
の
住
居

、
就
学
す
る
学
校
そ
の
他
そ
の
通
常
所
在
す
る
場
所
の
付
近
を
は
い
か
い
し

る
こ
と
及
び
通
信
文
等
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
こ
と
に

に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
電
話
を
か
け

て
は
な
ら
な
い
こ
と
及
び
当
該
子
に
対
し
て
前
項
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で

事
情
が
あ
る
こ
と
か
ら
被
害
者
が
そ
の
親
族
等
に
関
し
て
配
偶
者
と
面
会
す

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

後
、
接
近
紫
止
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
問
、
当
咳
親
族
等
の
住
居
（
当
該
配
偶
者
と
共
に
生
活
の
本
拠
と

し
て
い
る
住
居
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
場
所

に
お
い
て
当
該
親
族
等
の
身
辺
に
つ
き
ま
と
い
、
又
は
当
該
親
族
等
の
住
居

、
勤
務
先
そ
の
他
そ
の
通
常
所
在
す
る
場
所
の
付
近
を
は
い
か
い
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る

と
き
は
、
接
近
禁
止
命
令
を
発
す
る
裁
判
所
又
は
発
し
た
裁
判
所
は
、
被
害

者
の
申
立
て
に
よ
り
、
当
咳
配
偶
者
に
対
し
、
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
以

訓
割
引
刈
川
Ｍ
１
劉
矧
ヨ
到
刊
刈
川
叫
刎
對
倒
呵
瑚
画
個
瑠
判
剛
制
引
劉
割

一’ 割
引
制
引
叫
制
剖
剰
門
口
矧
刷
刈
劉
馴
到
副
詞
蜀
調
詞
酬
刷
る
こ
と
及
び
通
信
文
等
を

Ｉファ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
こ
と
を
除
く
．
）
を
い
う
。

詞
。
圃
劉
制
矧
罰
蜘
酬
謂
五
号
の
「
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
等
」
と
は
、
次
のI

運
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
の
送
信
を
行
う
こ
と
．

川
刈
割
測
副
制
ｌ
「
判
副
剛
也
の
召
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝

へ

略
一‐

（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ

訓
割
副
創
割
引
引
間
剛
の
ぽ
か
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

３
割
．
割
判
剰
剴
司
凱
咽
詞
可
副
場
合
に
お
い
て
、
被
害
者
が
そ
の
成
年
に
達
し

な
い
子
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い

て
単
に
「
子
」
と
い
う
。
）
と
同
居
し
て
い
る
と
き
で
あ
っ
て
、
配
偶
者
が

幼
年
の
子
を
連
れ
戻
す
と
疑
う
に
足
り
る
言
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他

の
事
情
が
あ
る
こ
と
か
ら
被
害
者
が
そ
の
同
居
し
て
い
る
子
に
関
し
て
配
偶

者
と
面
会
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ

４
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
配
偶
者
が
被
害
者
の
親
族
そ

の
他
被
害
者
と
社
会
生
活
に
お
い
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
（
被
害
者
と

同
居
し
て
い
る
子
及
び
配
偶
者
と
同
居
し
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
親
族
等
」
と
い
う

。
）
の
住
居
に
押
し
掛
け
て
著
し
く
粗
野
又
は
乱
暴
な
言
動
を
行
っ
て
い
る

、
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
以
後
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
効
力
が
生

じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
親
族
等
の
住

居
（
当
該
配
偶
者
と
共
に
生
活
の
本
拠
と
し
て
い
る
住
居
を
除
く
．
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
当
該
親
族
等
の
身
辺
に

つ
き
ま
と
い
、
又
は
当
該
親
族
等
の
住
居
、
勤
務
先
そ
の
他
そ
の
通
常
所
在

す
る
場
所
の
付
近
を
は
い
か
い
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す

ア

（

》

内

５
（
略
）

（
新
設
）

命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
以
後
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
効
力
が
生
じ

た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
子
の
住
居
（
当

該
配
偶
者
と
共
に
生
活
の
本
拠
と
し
て
い
る
住
居
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
就
学
す
る
学
校
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
当
骸
子
の
身

辺
に
つ
き
ま
と
い
、
又
は
当
該
子
の
住
居
、
就
学
す
る
学
校
そ
の
他
そ
の
通

常
所
在
す
る
場
所
の
付
近
を
は
い
か
い
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
ず
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
子
が
十
五
歳
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
同
意

が
あ
る
場
合
に
限
る
‐

所
又
は
発
し
た
裁
判
所
は
、
被
害
者
の
申
立
て
に
よ
りり

体
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
発
す
る
裁
判

身
体
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
当
腋
配
偶
者
に
対
し

判
所
又
は
発
し
た
裁
判
所
は
、
被
害
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
そ
の
生
命
又
は

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
発
す
る
裁

こ
と
そ
の
他
の
事
情
が
あ
る
こ
と
か
ら
被
害
者
が
そ
の
親
族
等
に
関
し
て
配

偶
者
と
面
会
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が

、
そ
の
生
命
又
は
身

当
該
配
偶
者
に
対
し
、

89－

第
十
条
の
二
被
害
者
（
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に

矧
制
創
劉
副
判
引
綱
割
割
副
削
割
瑚
刻
削
創
閑
阿
判
判
判
司
劃
刎
釧
劃
副
引
劃
司
珂
ｕ

制
制
刈
引
矧
制
副
副
列
刻
１
馴
利
川
副
剛
剰
口
湖
吋
刊
創
馴
Ⅵ
１
１
劃
割
割
到
制
司
判
卿

副
引
肌
到
叩
引
刎
到
制
劉
馴
剰
Ｈ
川
劉
劉
珂
。
到
叫
劃
測
刈
判
剛
口
１
斗
副
剛
Ｊ
四
脚
割

31 第
十
一
条

第
十
二
条
接
近
禁
止
命
令
及
び
第
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

よ
る
命
令
の
申
立
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
接
近
禁
止
命
令
の
申
立
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
を
管
轄
す
る
地
方

裁
判
所
に
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｜
（
略
）

I
者
の
み
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
被
害
者
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
六

当
咳
配
偶
者
に
対
し
、
命
令
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
間
（

倒
詞
到
副
劇
酬
剖
副
函
副
副
劉
引
洲
劃
劉
渕
判
矧
泗
ｕ
ｕ
制
尉
討
刺
詞
到
創
釧
剴
創
到
凶
制

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
申
立
て
の
時
に
お
い
て
被
害
者
及
び
当
咳
配
偶
者
が

た
後
に
、
被
害
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に

十
二
号
に
規
定
す
る
区
分
建
物
を
い
う
。
）
の
所
有
者
又
は
賃
借
人
が
被
害

建
物
（
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
二

け
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
被
害
者
の
中
立
て
に
よ
り

剣
割
引
別
刷
列
刻
１
可
の
申
立
て
に
係
る
事
件
は
、
相
手
方
の
住
所
（
日
本
国

内
に
住
所
が
な
い
と
き
又
は
住
所
が
知
れ
な
い
と
き
は
居
所
）
の
所
在
地
を

管
鰭
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
輌
に
属
す
る
倉

と
及
び
当
該
住
居
の
付
近
を
は
い
か
い
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
ず
る
も

る
暴
力
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
生
命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
害
を
受

一’一’ 判
所
に
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
当
該
申
立
て
に
係
る
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
が
行
わ
れ

た
地

（
退
去
等
命
令
）

（
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受
け

一
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
状
況
（
当
骸
身
体
に

（
管
轄
裁
判
所
）

（
接
近
禁
止
命
令
等
の
申
立
て
等
）

退
去
等
命
令
の
申
立
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁

に
対
す
る
脅
迫
が
行
わ
れ
た
地

体
に
対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
配
偶
者
で
あ
っ

対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
後
に
、
被
害
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻

が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
の
身

申
立
人
の
住
所
又
は
居
所
の
所
在
地

当
該
申
立
て
に
係
る
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等

接
近
禁
止
命
令
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
「
退
去
等

第
十
一
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
申
立
て
に
係
る
事
件
は
、
相

手
方
の
住
所
（
日
本
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き
又
は
住
所
が
知
れ
な
い
と
き

は
居
所
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
漣
属
す
る
〔

第
十
二
条
第
十
条
第
一
項
か
ら
零
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令

２
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
申
京
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地

を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
（
略
）

（
新
股
）に

対
す
る
脅
迫
が
行
わ
れ
た
地

（
新
設
）

保
護
命
令
」
と
い
う
。
）
の
申
立
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
警

面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
当
該
申
立
て
に
係
る
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等

一
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受

け
た
状
況

（
管
轄
裁
判
所
）

（
保
護
命
令
の
申
立
て
）

（
以
下
「

10' 1
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（
迅
速
な
裁
判
）

第
十
三
条
裁
判
所
は

21
三’一

号
及
び
箒
・
－
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
申
立
人
の
供
述
を
記
戦
し
た

書
面
で
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
十
八
条
ノ
ー

第
一
項
の
認
証
を
受
け
た
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

場
合
に
は
、
１
申
立
露
に
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
前
項
第 ’

ら
二
ま
で
又
は
前
項
第
三
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
戯
が
な
い

－1 け
れ
ば
な
ら
な
い
．

引
副
倒
割
刎
引
刎
創
剛
回
訓
制
副
劉
刈
刻
副
封
制
割
叫
釧
制
副
矧
回
剖
劃

の
規
定
に
よ
る
命
令
及
び
退
去
等
命
令
（
以
下
「
保
讃
命
令
」
と
い
う
。
）

の
申
立
て
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
裁
判
を
す
る
も
の
と
す
る

第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
三
項
命
令
」
と
い
う
。
）
の
申
立
て
を

す
る
場
合
腱
あ
っ
て
は
、
被
害
者
が
当
咳
同
居
し
て
い
る
子
に
関
し
て
配

偶
者
と
面
会
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
当
該

三
項
命
令
を
発
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
申
立
て
の
時
に
お

け
る
事
情

四
・
五
（
略
）

三
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
十
七
条

（
保
護
命
令
事
件
の
審
理
の
方
法
）

１

１

前
二
項
の
悪
面
（
以
下
「
申
立
書
」
と
い
う
．
）
に
第
一
項
箒
五
号
イ
か

斗
矧
蜘
刻
削
軋
刻
刈
刎
利
釧
凶
矧
ｕ
制
割
引
刎
矧
捌
圃
刎
吋
割

ｌハ
相
談
又
は
求
め
た
援
助
若
し
く
は
保
護
の
内
容 ‐
ロ
相
談
し
、
又
は
援
助
若
し
く
は
保
護
を
求
め
た
日
時
及
び
場
所

ｲI は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受
け
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
咳
配
偶
者
で

め
た
事
実
の
有
無
及
び
そ
の
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

れ
が
大
き
い
と
認
め
る
に
足
り
る
申
立
て
の
時
に
お
け
る
事
情

二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
相
談
し
、
又
は
援
助
若
し
く
は
保
護
を
求

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
生
命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
害
を
受
け
る
お
そ

け
た
状
況
を
含
む
。
）

合
で
あ
っ
て
、
当
骸
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
．
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
又

暴
力
等
に
よ
り
、
生
命
又
は
心
身
に
重
大
な
危
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
大

き
い
と
認
め
る
に
足
り
る
申
立
て
の
時
に
お
け
る
事
情

け
た
後
に
、
被
害
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
場

け
た
状
況
（
当
該
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
を
受

退
去
等
命
令
の
申
立
て
は
、
次
に
掲
げ
る
班
項
を
記
載
し
た
野
面
で
し
な

た
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
状
況
を
含
む
。
）

ｌ
宮
署
の
名
称

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
又
は
警
察
職
員
に
対
し
、
前

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
配
偶
者
か
ら
更
に
身
体
に
対
す
る
暴
力

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
圃
刑
矧
刮
幽
倒
劉
到
酬
引
刎
刺
剣
劉
判
釧
姻
利
刺
利
訶
劃

当
骸
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
当
咳
警
察
職
員
の
所
属

接
近
禁
止
命
令
、
第
十
条
第
二
項
か
ら
零
四
項
ま
で

（
迅
速
な
裁
判
）

第
十
三
条
裁
判
所
は
、
保
讃
命
令
の
申
立
て
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
速

や
か
に
裁
判
を
す
る
も
の
と
す
る
．

21
四
・
両
（
略
）

（
新
股
）

前
項
の
啓
面
（
以
下
「
申
立
番
」
と
い
う
。
）
に
同
項
第
五
号
イ
か
ら
二

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
が
な
い
場
合
に
は
、
申
立
密
に
は
、
同
項
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
申
立
人
の
供
述
を
記
載
し

た
書
面
で
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
十
八
条
ノ

た
書
面
で
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
十
八
条
ノ

「
申
立
番
」
と
い
う
。
）
に
同
項
第
五
号
イ
か
ら
ニー

レ
敏
が
な
い
場
合
に
は
、
申
立
密
に
は
、
同
項
第
一

ー
第
一
項
の
認
証
を
受
け
た
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

力
に
よ
り
、
生
命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
大
き
い

と
鰐
め
る
に
足
り
る
申
立
て
の
時
に
お
け
る
事
情

三
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
被
害
者
が
当
咳
同
居
し
て
い
る
子
に
関
し
て
配
偶
者
と
面
会
す
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
当
骸
命
令
を
発
す
る
必
要

が
あ
る
と
罷
め
る
に
足
り
る
申
立
て
の
時
に
お
け
る
事
情

一
一

（
保
護
命
令
事
件
の
審
理
の
方
法
）

ｌ力
に
よ
り

配
偶
者
か
ら
の
更
な
る
身
体
に
対
す
る
暴
〃
又
は
配
偶
者
か
ら
の
生
命

に
対
す
る
脅
迫
を
受
け
た
後
の
配
偶
者
か
ら
受
け
る
身
体
に
対
す
る
暴

13 12

31 21 21第
十
四
条
の
四
保
護
命
令
催
鰯
す
る
手
続
に
お
け
る
申
立
て
そ
の
他
の
申
述

第
十
四
条
の
三
保
渡
命
令
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
公
示
送
達
は
、
裁
判
所

第
十
四
条
の
二

第
十
四
条
（
略
）

２
申
立
書
に
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
二
ま
で
又
は
同
条
第
二
項
第

三
号
才
上
ザ
ヮ
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は

、
当
骸
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
当
皎
所
属
官
署
の
長
に
対
し

、
申
立
人
が
相
映
し
、
又
は
援
助
若
し
く
は
保
護
を
求
め
た
際
の
状
況
及
び

こ
れ
に
対
し
て
執
ら
れ
た
措
置
の
内
容
を
記
載
し
た
番
面
の
提
出
を
求
め
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
配
偶
者
暴
力
相
鮫
支
援
セ
ン
タ

ー
又
は
当
該
所
属
官
署
の
長
は
、
こ
れ
に
速
や
か
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
（
略
）

II
情
報
処
理
組
織
を
い
う
．
）
を
用
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
ｃ

規
定
に
規
定
す
る
啓
面
等
を
も
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
申
立

す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
磯
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子

法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
商
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

対
し
て
す
る
も
の
（
当
骸
裁
判
所
の
裁
判
長
、
受
命
裁
判
官
、
受
既
裁
判
官

他
の
有
体
物
を
い
う
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
を
も
っ
て
す

悪
面
等
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し
た
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の

人
の
知
覚
に
よ
っ
て
露
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の

書
類
、
文
審
、
膳
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等

書
記
官
が
送
達
す
べ
き
書
類
を
保
管
し
、
い
つ
で
も
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

旨
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
た
だ
し
、
そ
の
者
が
期
日
の
呼
出
し
を
受
け
た

な
い
者
に
対
し
、
法
律
上
の
制
裁
そ
の
他
期
日
の
不
遵
守
に
よ
る
不
利
益
を

告
知
以
外
の
方
法
に
よ
る
期
日
の
呼
出
し
を
し
た
と
き
は
、
期
日
に
出
頭
し

出
状
の
送
達
、
当
咳
事
件
に
つ
い
て
出
頭
し
た
者
に
対
す
る
期
日
の
告
知
そ

て
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

又
は
裁
判
所
書
配
官
に
対
し
て
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
骸

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
最
商
裁
判
所
の
定
め
る
裁
判
所
に

て
等
に
関
す
る
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
密
面
等
（
碍
面

に
交
付
す
べ
き
旨
を
裁
判
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
す
る
。

の
他
相
当
と
罷
め
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
。

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
肱
申
立

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
）

（
公
示
送
達
の
方
法
）

（
期
日
の
呼
出
し
）

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
は
、
同
項
の
裁
判
所
の
使
用
に

前
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
当
骸
申
立
て
等
を

呼
出
状
の
送
達
及
び
当
該
事
件
に
つ
い
て
出
頭
し
た
者
に
対
す
る
期
日
の I

第
十
四
条
（
略
）

２
申
立
替
に
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
ィ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記

載
が
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
当
咳
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ｊ

又
は
当
該
所
属
官
署
の
長
に
対
し
、
申
立
人
が
相
談
し
又
は
援
助
若
し
く
は

保
讃
を
求
め
た
際
の
状
況
及
び
こ
れ
に
対
し
て
執
ら
れ
た
措
置
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
．
タ
ー
又
は
当
咳
所
属
官
署
の
長
は
、
こ
れ
に
速

や
か
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
（
略
）

（
新
股
）

（
新
股
）

（
新
股
）

15 14



41
れ
ば
な
ら
な
い
．

副
割
引
判
刎
利
剣
叫
測
刎
割
測
創
判
刻
可
割
刈
剰
ゴ
到
側
渕
劃
制
副
刻
刻
側

61
。
（
保
護
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
等
）

第
十
五
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
保
護
命
令
を
発
し
た
場
合
に
お
い
て
、
申
立
人
が
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
対
し
相
談
し
、
又
は
援
助
若
し
く
は
保
鰻
を
求
め
た
事

実
が
あ
り
、
か
つ
、
申
立
書
に
当
該
事
実
に
係
る
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号

（
即
時
抗
告
）

第
十
六
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

記
戦
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
速
や
か
に
、
保
護
命
令
を
発
し

た
旨
及
び
そ
の
内
容
を
、
当
該
申
立
書
に
名
称
が
記
載
さ
れ
た
配
偶
者
暴
力

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
当
骸
申
立
密
に
名
称
が
紀
載
さ
れ
た
配
偶
者
暴
力
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
立
人
が
そ
の
職
員

に
対
し
相
談
し
、
又
は
援
助
若
し
く
は
保
護
を
求
め
た
日
時
が
最
も
遅
い
配

偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５
（
略
）

４
前
項
の
規
定
に
よ
り
接
近
禁
止
命
令
の
効
力
の
停
止
を
命
ず
る
場
合
に
お

6 5７
．
８
（
略
）

（
保
護
命
令
の
取
消
し
）

咳
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
．

さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
咳
申
立
て
等
を
す
る
者
は
、
当
骸
法
令

記
載
す
る
こ
と
を
い
う
．
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
ｃ
）
を
す
る
こ
と
と

令
の
規
定
に
よ
る
事
件
の
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
正
本
、
鵬

さ
れ
た
情
銀
の
内
容
を
書
面
に
出
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
‐
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
圃
を
灘
じ
な
け

本
若
し
く
は
抄
木
の
交
付
は
、
前
項
の
書
面
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
す
る
．

呵
剥
剖
伺
口
洲
創
洞
矧
到
則
Ｉ
当
韻
署
名
等
に
代
え
て
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定

当
該
申
立
て
等
に
係
る
書
類
の
送
達
又
は
送
付
も
、
同
様
と
す
る
。

ル
に
記
録
さ
れ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
裁
判
所
は
、
当
咳
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

イ
か
ら
二
ま
で
又
は
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の

抗
告
裁
判
所
が
接
近
禁
止
命
令
を
取
り
消
す
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第

一
項
か
ら
篇
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、

抗
告
裁
判
所
は
、
当
咳
命
令
を
も
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
、
第
十
条
第
二
項
か
ら

て
い
る
と
き
は
裁
判
所
は

ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

か
ら

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
他
の
法
令
の
規
定

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
に
係
る
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法

第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
発
せ
ら
れ

所
は
、
当
該
命
令
の
効
力
の
停
止
を
も
命
じ
な
け
れ

（
保
護
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
等
）

第
十
五
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
保
艘
命
令
を
発
し
た
場
合
に
お
い
て
、
申
立
人
が
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
対
し
相
談
し
、
又
は
援
助
若
し
く
は
保
護
を
求
め
た
事

実
が
あ
り
、
か
つ
、
申
立
書
に
当
咳
事
実
に
係
る
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号

イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は

（
即
時
抗
告
）

第
十
六
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
前
項
の
規
定
に
よ
り

、
速
や
か
に
、
保
護
命
令
を
発
し
た
旨
及
び
そ
の
内
容
を
、
当
該
申
立
書
に

名
称
が
記
載
さ
れ
た
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
当
該
申
立
醤
に
名

称
が
記
載
さ
れ
た
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
申
立
人
が
そ
の
職
員
に
対
し
相
談
し
、
又
は
援
助
若
し
く
は
保

護
を
求
め
た
日
時
が
最
も
遅
い
配
偶
者
暴
力
相
験
支
援
セ
ン
タ
ー
）
の
長
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５
（
略
）

6 5

６

、
抗
告
裁
判
所
が
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
取
り
消
す

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
発

せ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
抗
告
裁
判
所
は
、
当
脹
命
令
を
も
取
り
消
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

７
．
８
（
略
）

の
停
止
を
命
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

に
よ
る
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
命
令
の
効
力

の
停
止
を
も
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
保
護
命
令
の
取
消
し
）

第
十
条
第
一
項
第
一
号
の

碗
定
に
よ
る
命
令
の
効
力

1617

第
十
七
条
保
護
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
は
、
当
咳
保
護
命
令
の
申
立
て
を
し

た
者
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
保
謹
命
令
を
取
り
消
さ
な
け
れ

3151 4161 ２
前
条
第
六
項
の
規
定
は
、
接
近
禁
止
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
が
前
項
の
規

71

（
退
去
等
命
令
の
再
度
の
申
立
て
）

第
十
八
条
利
剥
劃
剰
制
制
が
発
せ
ら
れ
た
後
に
当
咳
発
せ
ら
れ
た
浪
王
怠
亨
命
令

の
申
立
て
の
理
由
と
な
っ
た
身
体
に
対
す
る
暴
力
又
は
生
命
等
に
対
す
る
脅

迫
と
同
一
の
事
実
を
理
由
と
す
る
退
去
等
命
令
の
再
度
の
中
立
て
が
あ
っ
た

と
き
は
、
裁
判
所
は
、
配
偶
者
と
共
に
生
活
の
本
拠
と
し
て
い
る
住
居
か
ら

転
居
し
よ
う
と
す
る
被
害
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由

に
よ
り
当
該
発
せ
ら
れ
た
命
令
の
期
間
ま
で
に
当
骸
住
居
か
ら
の
転
居
を
完

了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
そ
の
他
の
退
・
壼
等
命
令
を
再
度
発
す
る
必
要

２
前
項
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

定
に
よ
る
命
令
に
あ
っ
て
は
接
近
禁
止
命
令
が
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
起
算

し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
以
後
に
お
い
て
、
側
コ
ヨ
割
矧
制
に
あ
っ
て
は
当
咳

週
封
創
引
刺
制
が
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
し
た
日
以

後
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
命
令
を
受
け
た
者
が
申
し
立
て
、
当
咳
裁
判
所
が

こ
れ
ら
の
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
に
異
蟻
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
と
き

も
、
同
嫌
と
す
る
。

ば
な
ら
な
い
。
接
近
禁
止
命
令
又
は
第
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規

算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
又
は
当
該
三
項
命
令
が
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら

定
に
よ
り
当
餓
接
近
禁
止
命
令
を
取
り
消
す
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
⑳

第
三
項
の
取
消
し
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告

起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
に
お
い
て
、
当
咳

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

欠
く
に
至
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
三
項
命
令
の
取
消
し
の
申
立
て

三
項
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
に
対
し
、
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を

第
十
五
条
第
三
項
及
び
前
条
第
七
項
の
規
定
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

’ る
三
項
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
退
去
等
命
令
を
発
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
配

偶
者
の
生
活
に
特
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
退
去

等
命
令
を
発
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

１
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
本
文
の
事
情
」
と

が
あ
る
と
腿
め
る
ぺ
き
事
情
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
退
去
等
命
令
を
寵
す
る

１

１

と
あ
る
の
は
「
事
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
本
文
の
事
情
に
」

三
項
中
「
事
項
に
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
本
文
の

ｌ
事
情
に
」
と
す
る
。

’

て
は
、
同
条
箒
二
項
各
号
列
肥
以
外
の
部
分
中
「
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
事

裁
判
所
は
、
前
項
の
取
消
し
の
裁
判
を
す
る
と
き
は
、
当
砿
取
消
し
に
係

三
項
命
令
を
受
け
た
者
は
、
接
近
禁
止
命
令
が
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
起

第
三
項
の
取
消
し
の
裁
判
は
、
確
定
し
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い

同
項
第
三
号
中
「
事
項
に
」

と
、
同
条
第

第
十
七
条
保
護
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
は
、
当
該
保
護
命
令
の
申
立
て
を
し

た
者
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
嫉
保
護
命
令
を
取
り
消
さ
な
け
れ

２
前
条
第
六
項
の
規
定
は
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
を

発
し
た
裁
判
所
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
腋
命
令
を
取
り
消
ず
場
合
に
つ
い

て
鑓
用
す
る
。

（
新
股
）

３
第
十
五
条
第
三
項
及
び
前
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

第
十
八
条
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
後
に

転
居
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
そ
の
他
の
同
号
の
規
定
に
よ
る
命

令
を
再
度
発
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
き
に
限
り
、

当
該
命
令
を
発
す
る
も
の
と
す
る
．
た
だ
し
、
当
該
命
令
を
発
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
配
偶
者
の
生
活
に
特
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は

、
当
該
命
令
を
発
し
な
い
こ
と
が
で
き
る

２
前
項
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
お
け
る
篭
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

（
新
設
）

（
新
股
）

（
新
設
）

定
に
よ
る
命
令
に
あ
っ
て
は
同
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
効
力
を
生
じ
た
日

か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
、
同
茱
歪
弟
一
項
（
第
一
亘
貝
贈
規

定
に
よ
る
命
令
に
あ
っ
て
は
当
咳
命
令
が
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
命
令
を
受
け
た
者
が
申
し
立

て
、
当
咳
裁
判
所
が
こ
れ
ら
の
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
に
異
議
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
．

ぱ
な
ら
な
い
。
第
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
か
ら
第
、
項
ま
で
の
規

は
生
命
等
に
対
す
る
脅
迫
と
同
一
の
事
実
を
理
由
と
す
る
同
号
の
規
定
に
よ

る
命
令
の
再
度
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
配
偶
者
と
共
に

堆
活
の
本
拠
と
し
て
い
る
住
居
か
ら
転
居
し
よ
う
と
す
る
被
害
者
が
そ
の
貴

め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
取
由
に
よ
り
当
駿
発
せ
ら
れ
た
命
令
の
効
力

当
該
発
せ
ら
れ
た
命
令
の
申
立
て
の
理
由
と
な
っ
た
身
体
に
対
す
る
暴
力
又

が
生
ず
る
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
当
咳
住
居
か
ら
の

第
一
項
本
文
の
事
情
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と

本
文
の
事
情
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
褐

あ
る
の
は
「
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項

る
の
は
「
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
十
八
条

て
は
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

（
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
再
度
の
申
立
て
）

ｌ
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
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’
第
一
・
十
一
条

’
’

第
一
十
条
削
除

、
第
二
百
十
五
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
二
百
三
十

１１
関
す
る
手
続
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
事
翫
訟
法
（

１
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

項
、
第
百
六
１
条
第
二
項
、
第
百
八
十
五
条
第
三
項
、
第
二
百
五
条
第
二
項

第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
百
三
十
三
条
の
三
第
二
項
、
第
百
五
十
一
条
第
三

章
第
四
節
篤
三
款
、
第
百
十
一
条
、
第
一
編
第
七
章
、
第
百
三
十
三
条
の
二

篭
九
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
九
十
四
条
、
第
百
条
零
二
項
、
箒
一
編
第
五

十
一
条
第
二
項
、
第
九
十
一
条
の
二
、
第
九
十
二
条
第
九
項
及
び
第
十
項

’
（
民
事
脈
訟
法
の
翠
用
）

こ
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
保
醗
命
令
に

－

》
つ
く

き
者
に
交
付
一

Ｉ
第
二
十
一
条

’
第
二
十
条

げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び

に
第
十
八
条
第
一
項
本
文
の
事
情
」
と
す
る
。

平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

関
す
る
手
続
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
事
訴
訟
法
（

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
証
劃
一
切
拘
団
劃

支
局
に
勤
務
す
る
法
務
事
務
官
に
第
十
二
条
第
二
項
（
第
十
八
条
第
二
項
の

場
合
に
は
、
法
務
大
臣
は
、
当
咳
法
務
局
若
し
く
は
地
方
法
務
局
又
は
そ
の

公
狂
人
が
い
な
い
場
合
又
は
公
証
人
が
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
が
で
き
る
。

（
民
事
脈
舩
法
の
準
用
）

（
法
務
事
務
官
に
よ
る
宣
穗
認
鉦
）

法
務
局
若
し
く
は
地
方
法
務
局
又
は
そ
の
支
局
の
管
轄
区
域
内
に

こ
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
保
臘
命
令
に

[
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第
百
六
十
条
の
二

第
二
項

第
百
六
十
条
の
二

第
一
項

篤
百
六
十
条
篭
四

項 第
百
六
十
条
第
三

項 第
百
六
十
条
第
一

項

轤 ‐
第
百
三
十
三
条
の

三
第
一
項

\’

11

； Ⅲ
当
咳
電
子
調
書

前
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
イ

側
釧
劃
渕
詞
副
刎
剖
割
引
剰
刺
割

の
内
容
に

す
る
た
め
に
こ
の
法
律
そ
の

州
制
刺
矧
司
呵
剥
割
矧
引
判
列
釧

判
所
書
記
官
が
作
成
す
る
電

磁
的
記
録
を
い
う
《
以
下
同

じ
。
）

I
又
は
電
磁
的
記
録
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
書
面
又
は
電
磁

矧
刺
剰
銅

;１
当
咳
書
面
又
は
電
磁
的
記
録

Ｉ
稠
番
を
作
成
し
て

ｌ
調
番
の
記
戟

ｌ澗番 調
番
の
記
敏
に
つ

い
て ｌ鯛薔 す

べ
き
旨
の
裁
判

所
の
掲
示
場
へ
の

掲
示
を
始
め
た

ｌ方法

口
そ
の
他
こ
れ
に
類

制
刎
劉
到
呵 口

記
戦
さ
れ
た
番
面

2223

第
百
十
二
条
第
一

１
項
た
だ
し
藤

篭
百
十１

項
本
文
二
条
第
一

Ｉ
記
戦
又
は
記
録

書
類
又
は
電
磁
的
記
録

前
条
の
規
定

ｌ
開
始
し
た

に

よ

る
措
憧
を

前
条
の
規
定
に
よ
る
措
瞳
を

開
始
し
た

で
も
送
達
を
受
け

を
保
管
し
、

↓

つ

送
達
す
べ
き
書
類

裁
判
所
書
記
官
が

ｌ記載 Ｉ書類 当
咳
掲
示
を
始
め

’た 所
の
掲
示
場
へｌ

掲
示
を
始
め
た
の

す
べ
き
旨
の
裁
判

る
べ
き
者
に
交
付

で
も
送
達
を
受
け

を
保
管
し
、

↓

つ

送
達
す
べ
き
啓
類

裁
判
所
書
記
官
が



（
こ
の
法
律
の
準
用
）

第
一
十
八
条
の
一
第
二
条
及
び
第
一
章
の
二
か
ら
前
章
ま
で
の
規
定
は
、
生

活
の
本
拠
を
共
に
す
る
交
際
（
婚
姻
関
係
に
お
け
る
共
同
生
活
に
類
す
る
共

（
同
条
を
除
く
。
）
中
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
定
関

係
者
か
ら
の
暴
力
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
（

同
生
活
を
営
ん
で
い
な
い
も
の
を
除
く
．
）
を
す
る
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら

の
暴
力
（
当
該
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
い
い
、

当
咳
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
後
に
、
そ

の
者
が
当
肢
関
係
を
解
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
関
係
に
あ
っ
た
者

か
ら
引
き
続
き
受
け
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
含
む
。
）
及
び
当
餓
暴
力

を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

第
二
百
五
条
第
三

Ｉ項
－

第
二
百
十
五
条
第

’四項

ｌ
の
三
第
二
項

’
篭
二
百
三
十
一
条

第
二
百
六
十
一
条

第
四
項

第
六
条
第
一
項

－

事
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項

事
項
若
し
く
は
同
項
の
記
録

事
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

ｌ
電
子
鯛
書

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

Ｉる た
事
項
若
し
く
は
同
項
の
記

よ
り
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

り
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た

；
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
函

若
し
く
は
送
付
し
、
又
は
最

録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項

－

白
日
一
淫
い
ば
ヨ
フ ’ ｌ事項事

項
又
は
送
付
す
る

－

（
こ
の
法
律
の
準
用
）

第
二
十
八
条
の
二
第
二
条
及
び
第
一
章
の
二
か
ら
前
章
ま
で
の
規
定
は
、
生

活
の
本
拠
を
共
に
す
る
交
際
（
婚
姻
関
係
に
お
け
る
共
同
隼
活
に
類
す
る
共

同
生
活
を
営
ん
で
い
な
い
も
の
を
除
く
．
）
を
す
る
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら

の
暴
力
（
当
該
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
い
い
、

当
該
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
後
に
、
そ

の
者
が
当
該
関
係
を
解
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
腋
関
係
に
あ
っ
た
者

か
ら
引
き
続
き
受
け
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
含
む
。
）
及
び
当
骸
暴
力

を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
暴
力
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
‐

中
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る

－

第
六
条
第
一
項

－

一

一
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’
第
三
十
条 第

六
章
胴
則

第
一
・
十
九
条
保
護
命
令
（
前
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
条
第

第
三
十
一
条
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
第
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
八
条
の
二

一
項
か
ら
篭
四
項
ま
で
及
び
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
含
む
．
第

三
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
違
反
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は

一
・
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る

に
お
い
て
読
み
替
え
て
罐
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
第

一
・
十
八
条
の
・
一
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
虚
偽
の
記
載
の
あ
る
申
立
替
に
よ
り
保
護
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
は

、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
．

第
三
条
第
五
項
又
は
第
五
条
の
三
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
一
（
新
設
）

者
で
あ
っ
た
者

’者
で
あ
っ
た
者

第
三
十
条
第
十
二
条
第
一
項
（
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え

て
罐
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
（
第
二
十
八
条
の
二
腱
お
い
て
準
用
す
る
第

十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
記
載
す
．
へ
き
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
戯
の
あ
る
申
立
醤
に
よ

り
保
護
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
《
．

第
六
章
嗣
則

第
二
十
九
条
保
讃
命
令
（
前
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
条
第

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
含
む
．
次
条
に
お
い
て
同
じ

・
）
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。

’
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’
第
二
条

Ｉ
、
被
害
者

ｌ
配
偶
者

ら
の
暴
力
を
受
け
た
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

被
害
者
（
特
定
閼
係
者
か

「
特
定
関
係
者
」
と
い
う

ーI る
関
係
に
あ
る
相
手
（
以
下

第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す

’
第
二
条

ｌ
被
害
者

（
新
股
）

手
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
相

被
害
者
（
第
二
十
八
条
の
二

（
新
股
）

項
第
一
号
及
び

Ｉ
二
項
第
一
号

第

に
第
十
二
条
第
一

第
十
条
の
二
並
び ’

篤
十
条
第
一
項
、

一
号
及
び
第
二
号

’
並
び
に
第
十
八
条

第
一
項

並
び
に
第
二
項
第

第
十
条
第
一
項
か

ら
第
四
項
ま
で
、

第
十
条
の
二
、
第

十
一
条
第
二
項
第

二
号
及
び
窮
三
項

篤
二
号
、
第
十
二

条
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で

離
婚
を
し
、
又
は

そ
の
婚
姻
が
取
り

消
さ
れ
た
場
合

配
偶
者

第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す

る
関
係
を
解
消
し
た
場
合
，

ｌ
特
定
関
係
者

第
十
条
第
一
項

第
十
条
第
一
項
か

ら
第
四
項
ま
で
、

第
十
一
条
第
二
項

第
二
号
、
第
十
二

条
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で

ｌ及び
第
十
八
条
第

一

項

離
婚
を
し
、
又
は

そ
の
婚
姻
が
取
り

消
さ
れ
た
場
合

配
偶

者
｡

第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す

る
関
係
を
解
消
し
た
場
合

第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す

る
関
係

に
あ
る
相
手



○
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

○
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

一
一
イ
仲
裁
法
第
十
二
条
第
二
項
、
第
一
千
円
一
一
三
一
イ
仲
裁
法
第
十
二
条
第
二
項
、
第
一
千
円

’
’
百
十

唄
刀
胴

“
項
又
ま
滑
一
二
十
五
柔

牙
二
臣
玉
劣
舘

領
窮
一
項
又
１

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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’
一

七一

イ
ー
ニ
（
略
）

ホ
破
産
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
担
保
権
消
滅
の
許

可
の
申
立
て
、
同
法
第
百
九
十
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
商
駆
留

置
梅
消
滅
の
許
可
の
申
立
て
、
同

法
第
二
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
免
責
許
可
の
申
立
て
若

し
く
は
同
法
第
二
百
五
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
復
権
の
申
立

て
，
民
事
再
生
法
第
百
囚
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
担
保
権
消

滅
の
許
可
の
申
立
て
、
行
政
事
件

脈
訟
法
の
規
定
に
よ
る
執
行
停
止

決
定
の
取
消
し
の
申
立
て
若
し
く

は
仮
の
擬
務
付
け
若
し
く
は
仮
の

差
止
め
の
決
定
の
取
消
し
の
申
立

て
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
十

七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
る
申
立

て
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る

法
律
第
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は

ロ
（
略
）
一
・

そ
の
他
の
裁
判
所
の
裁
判
を
求
め

る
申
立
て
で
、
基
本
と
な
る
手
続

が
開
始
さ
れ
る
も
の
（
第
九
条
第

一
写
幸
Ｌ
く
肘
胃
一
二
写
宅

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
ス

及
び
こ
の
喪
の
他
の
項
惇

ｂ
覇
四
項
ま
で
又
は
第
十
条
の

の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、
国
際

な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
而

闇
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る

犀
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
損

に
よ
る
申
立
て
、
消
費
者
の
財

飼
被
害
等
の
集
団
的
な
回
復
の

刀
刀
民
寧
の
哉
判
手
院
の
持
例

ｕ
ｐ
１
Ｊ
制

闇
す
る
法
磯

一
一五

百
円

’
一
一
一

七一

イ
ー
ニ
（
略
）

ホ
破
産
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
担
保
権
消
滅
の
許

可
の
申
立
て
、
同
法
第
百
九
十
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
商
事
留

圏
權
消
滅
の
許
可
の
中
立
て
、
同

法
第
二
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
免
責
許
可
の
申
立
て
若

し
く
は
同
法
第
二
百
五
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
復
權
の
申
立

て
、
民
事
再
生
法
第
百
四
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
担
保
権
消

滅
の
許
可
の
申
立
て
、
行
政
事
件

脈
訟
法
の
規
定
に
よ
る
執
行
停
止

決
定
の
取
消
し
の
申
立
て
若
し
く

は
仮
の
義
務
付
け
若
し
く
は
仮
の

差
止
め
の
決
定
の
取
消
し
の
申
立

て
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
’

七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
る
申
立

て
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る

法
律
第
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は

ロ
（
略
）

‐
の
（
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
箒

Ｚ
り
止
風
Ｕ
旧
菖
も
γ

回
復
、

の
侍
刷

倣
害
等
の
生

の
民
事
の
鐸

丁
る
法
律
砥

の
他
の
哉
岬

五
百
円
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改
正
案

現
行

（
許
可
の
基
準
）

第
五
条
一
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
又
は
許
可
申
調
書

若
し
く
は
そ
の
添
付
書
類
中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り

若
し
く
は
重
要
な
事
実
の
記
敏
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
許
可

を
し
て
は
な
ら
な
い

一
～
十
五
（
略
）

十
六
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
謹
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
条
第
一

項
又
は
第
十
条
の
一
一

の

規
定
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
睨
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い

な
い
者

十
七
・
十
八
（
略
）

２
～
５
（
略
）

改
正
案

0

（
許
可
の
基
鎚
）

第
五
条
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
咳
当
す
る
場
合
又
は
許
可
申
謂
雷

若
し
く
は
そ
の
添
付
笹
類
中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
戯
が
あ
り

若
し
く
は
重
要
な
事
実
の
記
戦
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
許
可

を
し
て
は
な
ら
な
し、
◎

｡

一
～
十
五
（
略
）

十
六
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
腰
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
（
同
法
第
二

十
八
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
．
）
に
よ
る

命
令
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

十
七
・
十
八
（
略
）

２
～
５
（
略
）

現

行

一
～
一
五
の
二
（
略
）

項

上
欄

下
棚

一
～
一
五
の
二
（
略
）

項

上
欄

下
欄

一
六
の
二
（
略
）
．

一
六
の
二
（
略
）



て
、
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年

法
律
第
四
十
八
号
）
第
百
十
四
条

の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
百
十
四

条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

立
て
、
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成

五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
十
条

第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、
私
的

独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確

保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
士
一

条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十

三
号
）
第
四
十
条
第
一
項
若
し
く

は
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
立
て
又
は
家
畜
遺
伝
資
源

に
係
る
不
正
競
争
の
防
止
に
関
す

る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十

二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く

は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
立
て

へ
・
卜
（
略
）

第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、
借
地

借
家
法
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
で
な

い
者
を
手
続
代
理
人
に
選
任
す
る

こ
と
の
許
可
を
求
め
る
申
立
て
、

労
働
審
判
法
第
四
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
で
な

い
者
を
代
理
人
に
選
任
す
る
こ
と

の
許
可
を
求
め
る
申
立
て
、
特
定

債
務
等
の
調
整
の
促
進
の
た
め
の

特
定
調
停
に
関
す
る
法
律
第
七
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
民
事
執
行
の
手
続
の
停
止

若
し
く
は
続
行
を
命
ず
る
裁
判
を

求
め
る
申
立
て
、
人
事
訴
訟
法
（

平
成
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
第

三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
立
て
、
特
許
法
（
昭
和
三
十
四

年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百
五

条
の
二
の
三
第
一
項
、
第
百
五
条

の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
百
五
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立

へ
・
ト
（
略
）

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
立
て
、
借
地
借
家
法
第
四
十
四

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
弁
護
士
で
な
い
者
を
手
続
代
理

人
に
選
任
す
る
こ
と
の
許
可
を
求

め
る
申
立
て
、
労
働
審
判
法
第
四

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
弁
護
士
で
な
い
者
を
代
理
人
に

選
任
す
る
こ
と
の
許
可
を
求
め
る

申
立
て
、
特
定
債
務
等
の
調
整
の

促
進
の
た
め
の
特
定
調
停
に
関
す

る
法
律
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
民
事
執
行

の
手
続
の
停
止
若
し
く
は
続
行
を

命
ず
る
裁
判
を
求
め
る
申
立
て
、

人
事
訴
訟
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、
特
許
法

（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
’

一
号
）
第
百
五
条
の
こ
の
三
第
一

項
、
第
百
五
条
の
四
第
一
項
若
し

く
は
第
百
五
条
の
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
立
て
、
著
作
権
法
（

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号

）
第
百
十
四
条
の
六
第
一
項
若
し

く
は
第
百
十
四
条
の
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
立
て
、
不
正
競
争

防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
’

七
号
）
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
立
て
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び

公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四

号
）
第
八
十
一
条
第
一
項
若
し
く

は
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
立
て
、
種
苗
法
（
平
成
十

年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
四
十
条

第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
又
は

家
畜
遺
伝
資
源
に
係
る
不
正
競
争

の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二

年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
十
一
条

第
一
項
若
し
く
は
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
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へ◆

略
一

一
八
・
一
九
（
略
）

へ

略
一

一
八
‐
一
九
（
略
）


